
福岡市障がい者虐待防止・基幹相談支援センター事業について 

 

１ 障がい者虐待防止・基幹相談支援センターの法的な位置づけについて 

○市町村障害者虐待防止センターの根拠規定 

・障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律（第 32条・第 33条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○基幹相談支援センターの根拠規定 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（第 77条の 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 福岡市障がい者虐待防止・基幹相談支援センター事業の実施方法 

○社会福祉法人等に委託して実施 

 

３ 福岡市障がい者虐待防止・基幹相談支援センター事業の目的 

○市町村障害者虐待防止センターとしての目的 

・障がい者に対する虐待の禁止、障がい者虐待の予防及び早期発見、障がい者虐待を受けた障がい

者に対する保護及び自立の支援、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者による障がい者虐待

の防止に資する支援を実施することにより，障がい者虐待の防止、養護者に対する支援等を促進

し、もって障がい者の権利利益の擁護に資すること。 
 

○基幹相談支援センターとしての目的 

・地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として，全障がいに係る相談支援事業従事者の

人材育成を中心に，相談支援事業に係る総合的な事業を行うこと。 

 

第 32条 市町村は，障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該市町村が設置する施

設において，当該部局又は施設が市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすよう

にするものとする。 

２ 市町村障害者虐待防止センターは，次に掲げる業務を行うものとする。 

一 障害者虐待に係る通報又は届出を受理すること。 

二 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のた

め，障害者及び養護者に対して，相談，指導及び助言を行うこと。 

三 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。 

 

第 33条 市町村は，市町村障害者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに，前条第 2

項各号に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。 

第 77条の 2 基幹相談支援センターは，地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として，

障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者福祉法第9条第5項第2号

及び第 3号，知的障害者福祉法第 9条第 5項第 2号及び第 3号並びに精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律第 49条第 1項に規定する相談対応業務を総合的に行うことを目的とする施設と

する。 

２ 市町村は，基幹相談支援センターを設置することができる。 

３ 市町村は，一般相談支援事業を行う者その他の厚生労働省令で定める者に対し，第一項の事業

及び業務の実施を委託することができる。 



４ 福岡市障がい者虐待防止・基幹相談支援センターの主な事業内容 

○市町村虐待防止センターとしての主な事業内容 

① 障がい者虐待に係る通報及び届出を受理する。 

② 養護者による障がい者虐待を受けた障がい者を保護又は支援するため，区保健福祉センター，

障がい者相談支援センター，その他サービス提供事業所等と連携し，家庭訪問やカウンセリング

など，虐待対応が終結するまでの一連の支援を行う。 

③ 障がい者虐待を受けた（又は受けるおそれのある）障がい者に対し，必要に応じて市内の指定

短期入所事業所において緊急一時保護を行うために必要な連絡調整を行うとともに，必要に応じ

て当該事業所へ移送する。 

④ 障がい者虐待の防止のため，地域の関係機関とのネットワーク構築，広報，啓発活動を行う 

⑤ 福岡市が設置した「福岡市障がい者虐待防止対策連絡会議」の事務局業務の一部を行う。 
 

○基幹相談支援センターとしての主な事業内容 

① 福岡市の相談支援体制の強化の取組 

・相談支援に関する各種研修を行うとともに，相談支援センター等を定期的に訪問し専門的指導

や助言を実施するなど，相談支援事業従事者の人材育成の支援を行う。 

・相談支援センター等が抱える支援の困難な事例について必要な助言を行うなどの支援を行う。 

・身体障がい者相談員，知的障がい者相談員，民生委員・児童委員等各種相談機関等との連携を

強化し，相談支援センター等のネットワーク構築を支援する。 

② 地域移行・地域定着の促進の取組 

障がい者支援施設や精神科病院等に対し，地域移行に向けた普及啓発等を行う。 

③ 相談支援センター等の平日夜間及び休日の電話受付代行 

本市が別途用意する電話対応マニュアルに沿って，相談支援センター等の平日夜間及び休日の

電話相談の受付を代行する。 

④ 福岡市障がい者等地域生活支援協議会の事務局業務の一部実施 

福岡市が設置した「福岡市障がい者等地域生活支援協議会」の事務局業務の一部を行う。 

 

５ 開設までのスケジュール 

月  日 実   施   項   目 

5月27日（月）  公募説明会の開催通知 

６月１２日（水）  公募説明会 

７月３１日（水）  公募締切 

８月 
 選定委員会開催（法人プレゼンテーション・質疑） 

 委託契約・開設指導 

９月～１２月  センター開設に向けての準備（工事等） 

１月６日（月）（予定）  センター運営開始 

資料１-① 


